
 

 

 

 

「下請事業者との取引に関する調査」に関するよくある質問（ＦＡＱ）をまとめました。   

本調査に関する疑問・質問がある場合に御覧ください。 

 

 

目 次 

 

１ 調査対象の有無について 

Ｑ１ 当社はこの調査に回答する義務があるのですか。 

 

Ｑ２ 以前は公正取引委員会から調査票（はがき）が送られてきたのに、今回は中小企業庁から調

査票（はがき）が送られてきたのはなぜですか。 

 

Ｑ３ 当社は事業活動を終了（①休業、②破産手続開始決定又は③解散・清算）していますが（す

る予定がありますが）、どうすればよいですか。 

 

Ｑ４ 当社は吸収合併されましたが（される予定がありますが）、どうすればよいですか。 

 

Ｑ５ 当社は下請取引を行っていませんが、その場合でも提出は必要ですか。 

 

Ｑ６ 海外の事業者との取引は調査の対象となるのですか。 

 

Ｑ７ 当社は子（親）会社と下請取引を行っていますが、それも調査の対象となるのですか。 

 

Ｑ８ はがきに印字されている会社名（又は住所）が現在の会社名（又は住所）と異なるのです

が、どうすればよいですか。 

 

Ｑ９ 当社と全く関係のない会社名がはがきに印字されているのですが、何かの手違いですか。 

 

Ｑ10 なぜ当社が調査対象に選ばれたのですか。 

 

Ｑ11 当社は、卸売業（又は小売業）を営んでおり、製造設備を持っていません。なぜ当社が調査

対象に選ばれたのですか。 

 

Ｑ12 当社は商社ですが、親事業者に該当しますか。 

 

Ｑ13 当方（当団体）は会社組織ではありませんが、この調査の対象となるのですか。 
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Ｑ14 以前の調査において、「下請取引『無』」と回答しましたが、今回もはがきが送られてきた

のはなぜですか。 

 

２ 下請事業者名簿の作成について 

Ｑ15 当社は、子会社に対して業務を委託していますが、子会社は、下請事業者名簿に入力する必

要がありますか。 

 

Ｑ16 当社は下請事業者の資本金まで把握していないのですが、インターネットで調べて分かる場

合以外は下請事業者に問い合わせないといけないため、下請事業者名簿の「資本金」欄は空白

のままで構いませんか。 

 

Ｑ17 下請事業者名簿には実際に取引のある支店等の情報を入力するのですか。 

 

Ｑ18 調査対象期間内に倒産した下請事業者の情報は下請事業者名簿に記載するのですか。 

 

Ｑ19 下請事業者名簿について、当社は下請取引とそれ以外の取引とを分けて管理していません。

当社の取引先全てを記載した名簿を下請事業者名簿として提出しても構いませんか。 

 

Ｑ20 下請事業者が個人事業者の場合、所在地、電話番号等が自宅の場合がありますが、このよう

な個人情報については、下請事業者名簿に入力しなくても構いませんか。 

 

３ 設問の内容、回答方法について 

Ｑ21 調査対象期間は令和２年６月１日から令和３年５月３１日までとのことですが、これは取引

の発注を行ったのがこの期間内であれば当該取引は報告対象に含まれるということですか。 

 

Ｑ22 取引先により、該当する選択肢が異なる場合は複数回答でもよいですか。 

 
Ｑ23 当社は調査対象期間中に増（減）資を行いました。どのように調査に回答すればよいです

か。 

 
Ｑ24 設問回答は下請事業者への発注業務を行っている事業所ごとに行うとのことですが、当社は

下請取引の発注業務を行っている事業所が多く、オンラインシステムに全て登録できませんで

した。どのようにすべきですか。 

 
Ｑ25 設問１－イの「取引条件を記載した書面（契約書等の支払方法等を記載した書面を含みま

す。）」は、下請事業者に必ず交付しなければならないのですか。 

 

Ｑ26 設問１－ウの選択肢➐の下請代金の額の「算定方法」とは何ですか。 

 

Ｑ27 設問１－ウの選択肢➒及び設問３の「一括決済方式」とは何ですか。 



 

 

Ｑ28 設問３について、当社では、発注業務を事業所（工場）ごとに行っていますが、下請事業者

に対する支払については本社で一括して行っています。このような場合でも、事業所（工場）

ごとに回答しなければならないのですか。 

 

Ｑ29 設問４の解説箇所にある「通常支払われる対価」とは何ですか。 

 

Ｑ30 設問７の「サービスの利用要請」とは何ですか。 

 

Ｑ31 設問 12の金型取引に下請法の規定が適用されるのは、どのような場合ですか。 

 

Ｑ32 設問 12－オについて、親事業者は、量産製造の委託終了後の型・治具を下請事業者に保管さ

せる場合、保管に要した費用を負担しなければならないのですか。 

 

Ｑ33 設問 13の「作成の目的たる使用の範囲」とは何ですか。 

 

Ｑ34 設問 14の消費税転嫁対策特別措置法とはどのような法律ですか。 

 

Ｑ35 設問 14 について、先日も中小企業庁又は公正取引委員会から消費税転嫁対策についての調査

票が届き回答しています。同じような調査に何度も回答する必要はあるのですか。 

 

Ｑ36 令和２年度から調査票の内容に変更点はありますか。 
 

  


















